
規 則

�愛媛県規則第１号
生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する規則

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則（昭和３２年愛媛県規則第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

総合支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、失業者等のある世帯その

他日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために

就労支援、家計相談支援等の継続的な相談支援並びに生活費及

び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見

込まれる世帯であつて、次のいずれにも該当するものとする。

別表第１（第２条関係）

総合支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、失業者等のある世帯その

他日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために

就労支援、家計指導 等の継続的な相談支援並びに生活費及

び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見

込まれる世帯であつて、次のいずれにも該当するものとする。
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２号
愛媛県屋外広告物条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県屋外広告物条例施行規則等の一部を改正する規則

（愛媛県屋外広告物条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第９３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�・� 省略

� 現に住居を有していること又は生活困窮者自立支援法（平

成２５年法律第１０５号）第３条第３項に規定する生活困窮者住

居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれる

こと。

�・� 省略

� 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他

の公的給付又は公的な貸付けを現に受けることができず、生

活費を賄うことができないこと。

２～１０ 省略

別表第３（第２条関係）

不動産担保型生活資金の貸付基準

１～４ 省略

５ 貸付利子

� 各単位期間（初回の貸付金の交付日の属する月から起算し

て３６月ごとの期間をいう。以下この表において同じ。）中の

貸付金の総額ごとに、当該単位期間の最終日（当該単位期間

の途中で貸付けを停止した場合は、当該貸付けの停止の日）

の翌日から当該貸付契約の終了日までの間の日数に応じ、計

算して付するものとする。

� 省略

６～１５ 省略

別表第４（第２条関係）

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付基準

１～６ 省略

７ 貸付利子

� 各単位期間（初回の貸付金の交付日の属する月から起算し

て３６月ごとの期間をいう。以下この表において同じ。）中の

貸付金の総額ごとに、当該単位期間の最終日（当該単位期間

の途中で貸付けを停止した場合は、当該貸付けの停止の日）

の翌日から当該貸付契約の終了日までの間の日数に応じ、計

算して付するものとする。

� 省略

８～１７ 省略

�・� 省略

� 現に住居を有していること又は生活困窮者自立支援法（平

成２５年法律第１０５号）第２条第３項に規定する生活困窮者住

居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれる

こと。

�・� 省略

� 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他

の公的給付又は公的な貸付けを 受けることができず、生

活費を賄うことができないこと。

２～１０ 省略

別表第３（第２条関係）

不動産担保型生活資金の貸付基準

１～４ 省略

５ 貸付利子

� 各単位期間（初回の貸付金の交付日の属する月から起算し

て３６月ごとの期間をいう。以下この表において同じ。）中の

貸付金の総額ごとに、当該単位期間の最終日（当該単位期間

の途中で貸付けを停止した場合は、当該貸付けの停止の日）

の翌日から当該貸付金の償還期限までの間の日数に応じ、計

算して付するものとする。

� 省略

６～１５ 省略

別表第４（第２条関係）

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付基準

１～６ 省略

７ 貸付利子

� 各単位期間（初回の貸付金の交付日の属する月から起算し

て３６月ごとの期間をいう。以下この表において同じ。）中の

貸付金の総額ごとに、当該単位期間の最終日（当該単位期間

の途中で貸付けを停止した場合は、当該貸付けの停止の日）

の翌日から当該貸付金の償還期限までの間の日数に応じ、計

算して付するものとする。

� 省略

８～１７ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第３（第１９条、第２８条関係） 別表第３（第１９条、第２８条関係）

１～６ 省略 １～６ 省略

７ 大洲市東大洲１７４番地

愛媛県南予地方局大洲土木事務所内

７ 大洲市田口甲４２５番地１

愛媛県南予地方局大洲土木事務所内

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号
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告 示

�愛媛県告示第１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２号
令和元年１２月２３日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

２ 認可年月日

令和元年１２月２６日

�������
�愛媛県告示第３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

令和元年１２月２７日、東予地域森林計画を立てた。

東予地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は、東予

地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

（愛媛県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則の一部改正）

第２条 愛媛県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則（昭和６０年愛媛県規則第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の一部改正）

第３条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則（平成１４年愛媛県規則第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和２年１月１４日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

名 称 場 所 名 称 場 所

愛媛県浄化槽工

事業者登録簿閲

覧所

省略 愛媛県浄化槽工

事業者登録簿閲

覧所

省略

大洲市東大洲１７４番地

南予地方局大洲土木事務所内

大洲市田口甲４２５番地１

南予地方局大洲土木事務所内

省略 省略

８～１１ 省略 ８～１１ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）

１～５ 省略 １～５ 省略

６ 大洲市東大洲１７４番地

愛媛県南予地方局大洲土木事務所内

６ 大洲市田口甲４２５番地１

愛媛県南予地方局大洲土木事務所内

７～１０ 省略 ７～１０ 省略

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

放射線第一病院 今治市北日吉町一丁目１０
番５０号 医療法人順天会

令和５年
１月５日
まで

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

農事組合法人
八反地営農組合 愛媛県松山市 愛媛県松山市庄甲３２

７番ほか１筆 １，１５７

柳 野 浩 愛媛県宇和島市
愛媛県宇和島市三間
町務田６０６番ほか１
筆

２，０６０

株式会社
ゆめゆめ農研 愛媛県松山市

愛媛県伊予郡松前町
大字大溝字叶田２４６
番１ほか１筆

１，８８９

玉 井 伶 緒 愛媛県西条市 愛媛県西条市丹原町
北田野９０１番地１ １，００９

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号
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�愛媛県告示第４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和元年１２月２７日、今治松山地域森林計画を変更した。

今治松山地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、東予地方局産業経済部今治支局森林林業課及び中予地方局産

業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和元年１２月２７日、南予地域森林計画を変更した。

南予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和元年１２月２７日、肱川地域森林計画を変更した。

肱川地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課において公衆の縦覧に

供する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和元年１２月２７日、中予山岳地域森林計画を変更した。

中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、中予地方局産業経済部�万高原森林林業課において公衆の縦
覧に供する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

東温市井内字コシキ藪甲１４９１、甲１４９２の２、甲１４９３から甲１４９５

まで、字コシキヤブ乙５１８、乙５１９、乙５２１の１、字ヤナギサコ乙

５１７、乙５５３、乙５５４の２、乙５５４の３、乙５５６の１、乙５５６の３

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

井内字コシキ藪甲１４９１・甲１４９２の２・甲１４９４・甲１４９５・

（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）、字コシキ

ヤブ乙５１８・乙５１９・乙５２１の１（以上３筆について次の図に

示す部分に限る。）、字ヤナギサコ乙５１７・乙５５３・乙５５４の

２・乙５５６の１（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年７月愛媛県

告示第３４８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとお
りその要旨を告示する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和元年９月農林水産省告

示第８８９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ
の要旨を告示する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡面河村大字大味川１２
番耕地５４番地１
高 岡 照 義

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡面河村大字大味川８
番耕地８８番地１
和 田 清 代

森林所有者

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号
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在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和元年９月農林水産省告

示第８８９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ
の要旨を告示する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

�万高原町（次の図に示す部分に限る。）
イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和元年１０月農林水産省告

示第１０７４号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ
の要旨を告示する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川イ
３９番戸
鈴 木 利三郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡柳谷村大字柳井１０３１
番地
鶴 井 金次郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

愛知県春日井市上条町三丁目
１４番地３
南 孝 之

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡柳谷村大字西谷４２４８
番地
三 好 歳 広

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川１１
２４番地
山 下 重千代

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

兵庫県川西市小戸三丁目１３番
１０号
渡 部 昌 克

森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市道後一万４番１２号

井 口 泰 志
森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡美川村大字日野浦甲
５２０番地１
秋 山 慶 藏

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡�万高原町西谷１９７０
番地
安 宅 幸 廣

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市湊町三丁目５番地

和 泉 良 子
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。） 市 川 音五郎 森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡美川村大字日野浦乙
２７７２番地
市 川 喜�雄

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市南江戸五丁目５番３９号

市 川 雅 範
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市末広町二丁目６１番戸

愛媛無盡株式会社
根抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡美川村日野浦５５２４番
地
河 崎 政 實

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２６５３番地
� 崎 浅五郎

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市天山一丁目２番４６号

櫻 木 信 之
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡美川村日野浦５２５７番
地
高 橋 博 則

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

香川県高松市多賀町二丁目１６
番８－４０１号
竹 内 悦 夫

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２５９８番地
鶴 崎 政 吉

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市北井門町４８９番地１

鶴 崎 忠 仁
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市六軒家町１番３１号

鶴 崎 好 則
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２６５１番地３１
土 居 と免よ

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦１８
５番戸
中 岡 新五郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

大分県別府市南町町内１０７丁
９９番地３
中 岡 正 友

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

東京都千代田区大手町一丁目
５番地６
農林漁業金融公庫

質権者

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号
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２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び町

役場において縦覧に供する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

御三戸北

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱８号までを順次

結んだ線、標柱８号と標柱９号を一般県道東川上黒岩線西側官民境

界線で結んだ線、標柱９号と標柱１０号を結んだ線及び標柱１０号と標

柱１号を一般県道東川上黒岩線北側官民境界線で結んだ線に囲まれ

た区域

�������
�愛媛県告示第１５号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び市役所

において縦覧に供する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

立目Ｂ（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成７年１０月愛媛県告示第１３２３号）

立目Ｂ（追加）の項で指定した標柱１５号、標柱１４号及び標柱１３号を

順次結んだ線、標柱１３号と次に掲げる地番の土地に存する標柱２０号

から標柱２６号までを順次結んだ線及び標柱２６号と標柱１５号を結んだ

線に囲まれた区域

�愛媛県告示第１３号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第６０条の規定により、次のとおり地方卸売市場の廃止を許可した。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

東京都千代田区大手町一丁目
５番地６
農林漁業金融公庫（取扱店
農林中央金庫松山支店）

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市湊町三丁目５番地１

日 野 二 郎
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡�万高原町上畑野川
甲１９００番地１
藤 田 悦 子

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字上黒岩２
番耕地４１９２番地
藤 田 豊 藏

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
１７１１番地
正 岡 静 夫

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

三重県度会郡玉城町佐田４１１
番地２
正 岡 哲 治

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市和気町一丁目８７番地

正 岡 道 子
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市中村町四丁目１１番４０号

村 中 政 一
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

上浮穴郡弘形村大字日野浦甲
２６１１番地
山 村 初太郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る。）

松山市朝日ヶ丘二丁目３番３２
号
吉 見 省 三

森林所有者

許可年月日 開設者の氏名又は名称
廃 止 に 係 る 地 方 卸 売 市 場 取 扱 品 目

所 在 地 名 称 の 部 類

令和元年１２月１８日 株式会社宇和島魚市場 宇和島市築地町２丁目６番１号 株式会社宇和島魚市場地方卸売市場 水産物部

市 町 地 番 標 柱

上浮穴郡�万高原町 上黒岩 ２９０９番 １号、２号

２９０６番１ ３号

２８９８番 ４号、５号

２９３８番 ６号、７号

２９３２番２ ８号

２９３３番１ ９号

２９１１番１ １０号

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 吉田町南君 向畑 １５６９番 ２０号

１６００番１ ２１号

１５５７番 ２２号

１５２７番１ ２３号、２４号

１６０９番１ ２５号

１６０９番２ ２６号

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号
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�愛媛県告示第１６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（既成図数値化）

２ 作業期間 令和元年１１月７日から

令和２年２月７日まで

３ 作業地域 松山市域

�������
�愛媛県告示第１７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、四国地方整備局長から次のとおり公共

測量を実施する旨の通知があった。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（三次元データ計測）

２ 作業期間 令和２年１月１６日から

令和２年２月２８日まで

３ 作業地域 愛媛県の一部

�������
�愛媛県告示第１８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、西条市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和元年１１月１日から

１２月２０日まで

３ 作業地域 愛媛県西条市丹原町北田野 地内

�������
�愛媛県告示第２１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和２年１月１０日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町一丁目１０番１号

３ 特定施設に関する事項

� Ｒ－７６０ カルバモイル化マス洗浄分離槽

�愛媛県告示第１９号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和２年１月１０日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇第
２９号

宇和島市本町追手２丁目４番１１号 愛媛県指定金融機関
株式会社 伊予銀行追手支店

宇和島市本町追手２丁目４番１１号 令和元年９月２７日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社あおの ヘルパーステーション 福ろう 愛媛県今治市朝倉上甲１１５５番地１ 令和元年１１月１日 訪問介護

株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターにいはま 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目４番
３２号 令和元年１１月２０日 訪問介護

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号 ロ 分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２０トン処理

設 置 年 月 日 平成１３年４月１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号

７



� ＬＣＰトレイ洗浄機 �１

� ＬＣＰトレイ洗浄機 �２

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２～１４

最大 １２～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，５６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７．１

最大 ８．５

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）で処理する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３２

最大 ４８

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）で処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号 ロ 水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１，７００枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ５～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６４

最大 ９６

備考 汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）で処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３３号 ロ 水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１，７００枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１カ月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ５～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．２

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ２７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 １５．０

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号

８



� �３排水口

�������
�愛媛県告示第２２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和２年１月１０日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

日本ケッチェン株式会社

東京都港区芝浦一丁目２番１号

代表取締役社長 大場 浩正

２ 事業場の名称及び所在地

日本ケッチェン株式会社新居浜事業所

新居浜市磯浦町１７番４号

３ 特定施設に関する事項

リーフフィルターテスト機

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� スクラバー排水中和槽

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．０

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３．０

最大 ４７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要

あ り
（計３回程度）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １～２

最大 １～２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９，０００

最大 ９，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４，０００

最大 ４，０００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２

最大 １５

備考 汚水等は触媒原料として使用し、水分は乾燥炉にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積１平方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後直ちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

設 置 年 月 日 平成１９年１０月３１日

処 理 施 設 の 種 類 化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 中和設備

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製及び内面ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２．８メートル 横６．２メートル
高さ３．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３，６００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～８

最大 ２～９

通常 ６～８

最大 ５～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５５

最大 １０５

通常 ５５

最大 １０５

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号
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� 処理槽

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�������
�愛媛県告示第２３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

令和２年１月１０日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２４

号イ、ロ、ニ及びホ、第２７号イ、ロ、ハ、ヌ及びル、第３３号ロ及

びハ、第３５号イ、ロ及びハ、第３７号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヌ、ヨ

及びタ、第４６号イ、ロ及びニ、第６４号の２ロ、第７１号の４並びに

第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の構造、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法

及び排出水の量

５ 特定施設に関する事項

� ＬＡＤ－５ Ｔ－３ 廃ガス洗浄塔

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１

最大 ６２

通常 ３１

最大 ６２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ５３

通常 １６

最大 ５３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，３４５

最大 １，５７５

通常 １，３４５

最大 １，５７５

備考 汚水等は、処理槽にて処理する。

設 置 年 月 日 平成２８年１月１５日

処 理 施 設 の 種 類 化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 水平流式

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径３．２メートル 高さ ８メートル
直径３．２メートル 高さ７．４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり７，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 酸化処理及び中和処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～８

最大 ５～９

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２８

最大 ５１

通常 １２

最大 １７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４２

最大 ６２

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １１４

通常 ８

最大 ３３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，７６０

最大 ３，３６５

通常 ２，７６０

最大 ３，３６５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．４

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．９

最大 １６．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 ３３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，８５０

最大 ３，４８０

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

ＮＯｘ１．４～４．５パー
セントを含む空気
アルカリによるＮＯ
ｘガス洗浄・吸収

ＮＯｘ１．４～４．５パー
セントを含む空気
アルカリ及び洗浄水
によるＮＯｘガス洗
浄

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号
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� ＬＡＤ－６ Ｅ－４ 廃蒸気コンデンサー

� ＬＡＤ－１４、１５ Ｅ－３Ａ／Ｂ 第１濃縮缶

� ＬＡＤ－１６ Ｄ－９ ミスト捕集分離器

� ＬＡＤ－１７ Ｐ－９、Ｅ－９ 気液分離器

� ＬＡＤ－１８ Ｚ－２１ �４遠心分離機

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 型 式 プレート式コンデン
サー 多孔板式

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

発生蒸気
発生蒸気を間接コン
デンサーで冷却・凝
縮させる。
凝縮水量
１日当たり３０トン

発生蒸気
発生蒸気を間接コン
デンサーで冷却・凝
縮させる。
凝縮水量
１日当たり７トン

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２

最大 ２～３

通常 ２．０～３．０

最大 １．０～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５，５００

最大 ６，０００

通常 ５，０００

最大 ６，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０

最大 ４２

通常 ７

最大 １０

処理ガス量１時間当
たり４００～６００立方メ
ートル

処理ガス量１時間当
たり２５０～４００立方メ
ートル

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０

最大 ５．０～９．０

通常 ９．０～１０．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３，１４５

最大 ５，６００

通常 ２，０００

最大 ６，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５６

最大 ９０

通常 ７０

最大 １００

備考 旧施設番号は廃ガス洗浄塔（ＬＡＤ－５）である。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

備考 旧施設番号は第１濃縮缶（ＬＡＤ－１４）である。
同一施設２基が同時稼働する。

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 主 要 寸 法

直径（上部）
１．７メートル
直径（下部）
１．１メートル
高さ
１１．５０６メートル

直径（上部）
１．７メートル
直径（下部）
１．１メートル
高さ
１１．５１６メートル

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．０

最大 ２．２～３．５

通常 ２．０～３．０

最大 １．０～４．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３，６９０

最大 ５，４００

通常 ７，０００

最大 １５，０００

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 型 式 筒型分離器 分離器

特 定 施 設 の 主 要 寸 法 直径 １メートル
高さ４．２５７メートル

直径 １メートル
高さ４．２３９メートル

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ０．１

最大 ０．０１～０．２

通常 ０．１～０．２

最大 ０．０１～０．２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

備考 旧施設番号はミスト捕集分離器である。

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 型 式 気液分離器 分離器

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０

最大 ５．０～９．０

通常 ７．０～８．０

最大 ５．０～９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

備考 旧施設番号は真空ポンプ Ｐ－９ 気液分離器（ＬＡＤ－１７）である。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

ろ液
通常 ０．５
最大 ０．３～１．５
洗浄排水
通常 １
最大 １～３

ろ液
通常 ０．１～０．５
最大 ０．０１～１．５
洗浄排水
通常 １．０～２．０
最大 １．０～３．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

ろ液
通常 －
最大 －
洗浄排水
通常 －
最大 －

ろ液
通常 ０．１未満
最大 ０．１未満
洗浄排水
通常 ０．１未満
最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

ろ液
通常 －
最大 －
洗浄排水
通常 －
最大 －

ろ液
通常 ０．０１未満
最大 ０．０１未満
洗浄排水
通常 ０．０１未満
最大 ０．０１未満

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号
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� ＬＡＤ－２２ Ｅ－１１ 廃蒸気コンデンサー

� ＬＡＤ－２３ ＦＬ－１１ 活性炭フィルター

� ＬＡＤ－２５ Ｐ－２７Ｂ 気液分離器

� ＬＡＤ－２６ Ｐ－２７Ａ 気液分離器

� 乾燥廃ガス水洗塔 Ｔ－９０２Ａ

� ＮＢＴ 新居浜総合排水処理施設

６ 汚水等の処理施設に関する事項

ＮＢＴ 新居浜総合排水処理施設

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

ろ液
通常 ６．５
最大 １０
洗浄排水
通常 ２４
最大 ３０

ろ液
通常 ９
最大 １８
洗浄排水
通常 ２４
最大 ３０

備考 旧施設番号は�４遠心分離機（ＬＡＤ－１８）である。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２

最大 ２～３

通常 ２．０～３．０

最大 １．０～３．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 主 要 寸 法

焼結金属
直径（外径）
０．０６６メートル
直径（内径）
０．０６２メートル
高さ
１メートル
外筒直径（内径）
０．３１メートル
高さ
１．７５４メートル

直径０．３５６メートル
高さ１．４４４メートル

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し あ り

（３カ月に１回排水）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５

最大 ６．５

通常 ６．０～７．０

最大 ６．０～７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６

最大 ５～７

通常 ６．０～７．０

最大 ５．０～７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

備考 旧施設番号は真空ポンプ Ｐ－２７Ｂ 気液分離器（ＬＡＤ－２５）であ
る。

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり７．７ノ
ルマル立方メートル

１時間当たり４．２ノ
ルマル立方メートル

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６

最大 ５～７

通常 ６．０～７．０

最大 ５．０～７．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２３

最大 ６２

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 －

最大 －

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

備考 旧施設番号は真空ポンプ Ｐ－２７Ａ 気液分離器（ＬＡＤ－２６）であ
る。

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

種類：乾燥機排ガス、
洗浄水
方法：粉じん混入空
気の洗浄
使用量：乾燥機排ガ
ス １時間当たり１３
，０００ノルマル立方メ
ートル
洗浄水 １日当たり
２，２９１ノルマル立方
メートル

種類：乾燥機排ガス、
洗浄水
方法：粉じん混入空
気の洗浄
使用量：乾燥機排ガ
ス １時間当たり１３
，０００ノルマル立方メ
ートル
洗浄水 １日当たり
２，７３６ノルマル立方
メートル

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，２９１

最大 ２，６１２

通常 ２，７３６

最大 ３，０００

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０９．０

最大 １８４．２

通常 １０７．５

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４．６

最大 ６９．６

通常 ２４．２

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２５．１

最大 ２４０．９

通常 ２２２．０

最大 ２４０．９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，４９４

最大 ２０，９５８

通常 １７，７４３

最大 ２１，４３９

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５２６．２
最大
１，２４２．１

通常
１０９．０
最大
１８４．２

通常
５２１．１
最大
１，２４２．１

通常
１０７．５
最大
１８４．２

愛 媛 県 報令和２年１月１０日 第６９号
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公営企業公告

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

西総合排水口（既設）

�������
�愛媛県告示第２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

新居浜市大島土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更を令和元年１２月２６日認可した。

令和２年１月１０日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年１月１０日

愛媛県立中央病院長 西 村 誠 明

１ 入札に付する事項

� 件名

感染性廃棄物処理業務委託（処分）

� 委託業務名及び予定数量

感染性廃棄物処分業務：約４，８００，０００リットル

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市及び近隣市町にある処理施設に限る。

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パ－セントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２９年度か

ら平成３１年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する

資格を有すると認められ、かつ、「特定調達参加希望」の登録を

している業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の業務の実績を有し、委託業務について、

適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されていることを証明し

た者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 電子マニフェスト（ＪＷＮＥＴ）を導入していること。（導

入予定含む）

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

�愛媛県告示第２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

汚染状態の

値

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４９９．９
最大
８６２．１

通常
２４．６
最大
６９．６

通常
４９３．１
最大
８６２．１

通常
２４．２
最大
６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５５５．８
最大
７１７．６

通常
２２５．１
最大
２４０．９

通常
５４８．２
最大
７１７．６

通常
２２２．０
最大
２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２６．２
最大
６８．９

通常
３．８
最大
１１．５

通常
２５．９
最大
６８．９

通常
３．８
最大
１１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１７，４９４
最大
２０，９５８

通常
１７，４９４
最大
２０，９５８

通常
１７，７４３
最大
２１，４３９

通常
１７，７４３
最大
２１，４３９

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．６

最大 ３５．０

通常 １５．７

最大 ３５．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２．６

最大 ４５．０

通常 ２７．６

最大 １００．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５６

最大 ２．００

通常 ０．６０

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５２，９８６

最大 ３３５，４０５

通常 ２５５，２００

最大 ３３９，３００

備考 この他に雨水排水口が３４箇所ある。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
西予市野村町高瀬２５１１番２から

同町高瀬２４７５番２まで
令和２年１月１０日
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所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務医事課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ５５２８

� 入札書の受領期限

令和２年２月２７日（木）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

令和２年１月１０日（金）から２月４日（火）までの執務時

間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時

３０分から午後５時１５分までをいう。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和２年２月２７日（木）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 管理棟４階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た業務を履行できることを証明する書類を、令和２年２月４

日（火）までの執務時間中に３�に掲げる場所に提出しなけ
ればならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると愛媛県立中央病院長が

判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Disposal

of Infectious Waste for Ehime Prefectural Central Hospital，

approximately４，８００，０００ liters

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２７ February２０２０

� For further information，please contact： Accounting

Section，General and Medical Affairs Division，Secretariat，

Ehime Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，

Matsuyama，Ehime７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext５５２８

令和２年１月１０日 発行
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